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輸血医療を行う医療
機関における適正使
用及び安全管理に必
要な体制整備の充実・
促進についての検討

平成16年末、「血液製剤の平均的使用量について」（通知）を関係機関に発出。平成17年4月及
び6
は、平成17年4月、社会保険事務局等に対してレセプト審査等において各種指針を活用するよう
通知した。
②平成17 6
③文部科学省は、平成17年4月に各医科大学・医学部に対して適正使用の必要性に関する教育

④医政局は、医師国家試験の出題基準次期改訂時に検討を行う予定。
⑤譛日本医療機能評価機構は病院機能評価の実施に際して「輸血部門の体制整備」や「適正使用」
に係る指導を徹底。

適正使用ガイドライン
の見直し

免疫グロブリン製剤などについて新たに適正使用指針を作成するほか、術中輸血、血小板輸血等
の指針の見直し等最新の知見に基づいた変更を行う。

輸血医療に係るマネ
ジメント・ガイドライン
（仮称）の策定

輸血医療を行う医療機関での適正使用を推進するため、院内の輸血療法委員会が継続的に機能
を発揮するための「輸血医療に係るマネジメント・ガイドライン（仮称）」を策定し、輸血医療を行う
医療機関に当該ガイドラインの活用を促す。現在、試案について研究班で検討・調整中であり、17
年度には複数の医療機関で試行的に実施する予定。

血液製剤の標準的使
用等の調査と結果公
表

①輸血医療を行う医療機関に対して、医療機関の特性に応じた血液製剤の「標準使用量」を提示
し、当該医療機関が実際の使用量と「標準使用量」を比較・検討し、血液製剤の使用に当たっては
留意するよう求めていく。"また、平成17年度はこれら指標を踏まえた改善状況について評価す
るため、医療機関ごとの使用状況を把握するための調査を行うとともに、統計情報部と協議し、社
会医療診療行為別調査等既存の情報を用いるなどして血液製剤の使用状況を把握する方法につ
いても検討する。更に個別具体的な調査を実施し、比較検討する予定。

輸血後感染症発生調
査の実施

査とは別に一部の医療機関の協力の基に平成16年1月から、輸血症例の全数に対して輸血前後
の検査を行うことにより感染症発生調査の徹底を図り、輸血後感染症の実態調査を実施している。

輸血療法委員会の設
置及び活用の推進に
関する検討

輸血医療の適正な推進のため、輸血療法委員会の設置及び活用の推進を図る仕組みを創設する

平成18年4月の診療報酬改定において「輸血管理料」として新設した。

輸血前後の感染症マ
ーカー検査の在り方
についての検討

平成16年4月1日から生物由来製品感染等被害救済制度が創設されたことを踏まえ、平成16年
9 HIV、HBV、
HCV検査の在り方について、遡及調査の一環として提示した。

感染事故発生時の迅
速な情報収集と予防
対策

①感染事故に関する報告制度として自己血輸血に関する情報収集方策を検討するとともに、②カ
テーテル血流感染を含む院内感染対策を推進している。

遡及調査の在り方に
関する検討

平成16年7月に日本赤十字社作成の遡及調査ガイドラインが薬事・食品衛生審議会血液事業部
8月

から実施）。その後、国が作成した「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」を平成17年3月に
発出、4月から実施。医療機関等に対して必要な協力を依頼した。

生物由来製品による
感染被害の救済制度
の創設

今後、生物由来製品を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図るため、各種の救済給付を
行う制度を平成16年4月から開始した。

免疫学的な副作用対
策の推進

人為的過誤等については、平成11年に策定された「輸血療法の実施に関する指針」に従って、適
切な保管や確認を行うことで一定程度防げると考えられることから、医療機関で適切な運用を図
るための効果的な方策を検討していく。また、調査研究等によるさらなる実態把握が必要である。


